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１．委員長談話

（告 示 日）

本日、衆議院福岡県第６区選出議員補欠選挙が告示され、来る１０月２３

日に投票が行われます。

選挙は、議会制民主主義の根幹をなすものであり、国民が主権者として政

治に参加する重要な機会です。更に、選挙は、私たちの暮らしや国の政治の

行方を決める上で、極めて重要な意義を持つものです。

有権者のみなさんにおかれては、候補者や政党の政見や政策を十分に検討

され、積極的に投票されるようお願いします。当日の投票が困難な方は、期

日前投票を活用し、投票してください。

また、候補者、政党におかれましては、その政見や政策を十分有権者に訴

えられるとともに、選挙のルールを厳守し、明るく、きれいな選挙を行われ

ますよう切望します。

平成２８年１０月１１日

福岡県選挙管理委員会委員長 藤井克已

（投 票 日）

本日は、衆議院福岡県第６区選出議員補欠選挙の投票日です。

有権者の皆さんは、候補者や政党の訴えを受け、その内容とご自身の思い

を十分に検討されたことと存じます。

選挙は、民主主義の根幹をなすものであり、私たち国民が政治に参加し、

その意思を表示する最も重要かつ基本的な機会です。更に、選挙は、私たち

の暮らしや国の政治の行方を決める上で、極めて重要な意義を持つものです。

どうか、有権者のみなさんは、この選挙の意義を十分認識され、候補者や

政党の政見や政策をよく見極め、主権者としての自覚と責任を持って、積極

的に投票に参加されますよう切望します。

平成２８年１０月２３日

福岡県選挙管理委員会委員長 藤井克已
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２．事務日程表

１ この日程表は、衆議院福岡県第６区選出議員補欠選挙の事務執行手続の中で、主

要な事務についてその概要を記載したものです。

２ この日程表に用いた法令名等は次のとおり省略しました。

憲 法 日本国憲法

自 治 法 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

法 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

令 公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

規 公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）

在 規 在外選挙執行規則（平成１１年自治省令第２号）

規 程 公職選挙法事務取扱規程（平成１２年福岡県選挙管理委員

会告示第５０号）

運 規 公職選挙法及び同法施行令等の規定による選挙運動及び

政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

（昭和３０年福岡県選挙管理委員会告示第４１号）

放 規 政見放送及び経歴放送実施規程
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候
補

予
定

者
説

明
会

の
開

催

○
立

候
補

届
出

書
類

事
前

審
査

、
立

候
補

受
付

準
備

（
関

係
証

明
書

類
の

整
備

）

■
選

挙
時

登
録

要
領

の
告

示
令

1
4
②

○
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
算

定
法

1
9
4

令
1
2
7

○
主

要
事

務
日

程
表

（
告

示
日

前
）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

○
衆

議
院

福
岡

県
第

６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

の
執

行
計

画
及

び
事

務
計

画
の

決
定

○
選

挙
管

理
委

員
会

開
催

（
委

員
会

提
出

事
項

の
議

決
）

○
市

町
長

部
局

の
職

員
に

対
す

る
選

挙
事

務
の

委
嘱

又
は

充
当

等
に
係

る
市

町
自

治
法

1
8
0
の

3
長

と
の

協
議

○
市

町
の

職
員

に
対

す
る

選
挙

事
務

の
委

嘱
並

び
に

そ
の

事
務

処
理

の
指

導
法

2
7
3

○
臨

時
啓

発
計

画
の

決
定

及
び

実
施

法
6
①

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

の
告

示
及

び
県

委
員

会
へ

の
写

し
の

送
付

法
1
4
4
の

2
④

運
規

1
0
の

2
③

○
立

候
補

予
定

者
へ

の
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

一
覧

表
及

び
図

面
の

交
付

令
1
1
1
の

2

○
投

票
用

紙
等

諸
印

刷
物

の
受

領
及

び
保

管

○
期

日
前

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

期
日

前
投

票
所

等
の

設
備

法
4
8
の

2
令

4
9
の

7

○
不

在
者

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

投
票

記
載

場
所

等
の

設
備

法
4
9

令
第

5
章

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
7
）

、
令

2
4

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
8
）

○
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

並
び

に
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

法
3
7
、

令
2
4

の
選

任
準

備
法

6
1
、

令
6
7

○
投

票
立

会
人

の
選

任
準

備
法

3
8

○
投

票
所

入
場

券
等

必
要

書
類

の
印

刷
令

3
1

○
投

票
箱

、
点

字
器

等
選

挙
に

使
用

す
る

資
材

器
具

等
の

点
検

及
び

準
備

◎
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
及

び
報

告
法

1
6
1

○
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
使

用
予

定
表

の
作

成
、

施
設

の
使

用
に
関

す
る

令
1
1
8
、

1
1
9
②

定
め

及
び

公
表

に
係

る
当

該
施

設
の

管
理

者
へ

の
指

導

■
指

定
投

票
区

の
指

定
を

行
っ

た
場

合
の

告
示

及
び

県
選

管
へ

の
通

知
法

3
7
⑦

、
令

2
6
②

○
郵

便
等

に
よ

る
在

外
投

票
の

投
票

用
紙

及
び

投
票

用
封

筒
の

交
付

令
6
5
の

1
1
①

②
（

交
付

は
９

月
1
6
日

か
ら

、
請

求
は

選
挙

期
日

の
４

日
前

ま
で

に
）

在
規

2
3
、

規
程

2
7

○
国

外
不

在
者

投
票

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
交

付
（

交
付

は
告

示
日

令
5
9
の

5
の

4
⑤

⑦
以

前
の

市
区

町
村

選
管

の
定

め
る

日
か

ら
。

特
定

国
外

派
遣

組
織

の
長

の
請

求
は

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
2
3
②

■
選

挙
時

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
3
0
の

７
②

■
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

○
選

挙
時

登
録

（
国

内
の

選
挙

人
名

簿
）

（
1
0
月

1
0
日

）
（

告
示

日
の

前
日

）
法

2
2
②

○
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

（
1
0
月

1
0
日

ま
で

）
（

告
示

日
前

日
ま

で
）

法
3
0
の

６
①

②

◎
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
（

1
0
月

1
0
日

）
令

2
2
①

（
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
）

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係
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月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

○
衆

議
院

福
岡

県
第

６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

の
執

行
計

画
の

決
定

○
選

挙
管

理
委

員
会

開
催

（
委

員
会

提
出

事
項

の
議

決
）

○
臨

時
啓

発
計

画
の

決
定

及
び

実
施

法
6
①

■
選

挙
管

理
委

員
会

の
規

程
等

の
整

備
（

改
正

、
告

示
）

○
事

務
分

担
の

作
成

、
選

挙
事

務
の

委
嘱

○
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
準

備
法

7
5
①

、
令

8
0

○
投

票
用

紙
等

の
印

刷
・

発
送

、
諸

印
刷

物
の

作
成

・
発

送

○
標

旗
、

腕
章

等
証

明
書

類
等

の
作

成
、

ポ
ス

タ
ー

・
ビ

ラ
証

紙
の

印
刷

○
各

種
告

示
案

、
通

知
案

の
作

成

告
○

選
挙

公
営

書
類

の
準

備
令

1
0
9
の

4
ほ

か
示 日

○
取

締
機

関
、

報
道

機
関

と
の

協
議

・
打

合
せ

前

○
供

託
取

扱
機

関
へ

の
依

頼
・

通
知

○
政

見
放

送
事

務
打

合
せ

■
個

人
演

説
会

等
公

営
施

設
の

指
定

報
告

の
受

理
及

び
告

示
法

1
6
1
③

④

○
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

の
報

告
の

受
理

○
指

定
投

票
区

の
指

定
等

の
通

知
の

受
理

（
該

当
す

る
場

合
）

令
2
6
②

○
市

町
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
・

書
記

長
会

議
の

開
催

○
立

候
補

予
定

者
説

明
会

の
開

催

○
立

候
補

届
出

書
類

事
前

審
査

、
立

候
補

受
付

準
備

（
関

係
証

明
書

類
の

整
備

）

■
選

挙
時

登
録

要
領

の
告

示
令

1
4
②

○
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
算

定
法

1
9
4

令
1
2
7

○
主

要
事

務
日

程
表

（
告

示
日

前
）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

○
衆

議
院

福
岡

県
第

６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

の
執

行
計

画
及

び
事

務
計

画
の

決
定

○
選

挙
管

理
委

員
会

開
催

（
委

員
会

提
出

事
項

の
議

決
）

○
市

町
長

部
局

の
職

員
に

対
す

る
選

挙
事

務
の

委
嘱

又
は

充
当

等
に
係

る
市

町
自

治
法

1
8
0
の

3
長

と
の

協
議

○
市

町
の

職
員

に
対

す
る

選
挙

事
務

の
委

嘱
並

び
に

そ
の

事
務

処
理

の
指

導
法

2
7
3

○
臨

時
啓

発
計

画
の

決
定

及
び

実
施

法
6
①

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

の
告

示
及

び
県

委
員

会
へ

の
写

し
の

送
付

法
1
4
4
の

2
④

運
規

1
0
の

2
③

○
立

候
補

予
定

者
へ

の
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

一
覧

表
及

び
図

面
の

交
付

令
1
1
1
の

2

○
投

票
用

紙
等

諸
印

刷
物

の
受

領
及

び
保

管

○
期

日
前

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

期
日

前
投

票
所

等
の

設
備

法
4
8
の

2
令

4
9
の

7

○
不

在
者

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

投
票

記
載

場
所

等
の

設
備

法
4
9

令
第

5
章

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
7
）

、
令

2
4

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
8
）

○
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

並
び

に
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

法
3
7
、

令
2
4

の
選

任
準

備
法

6
1
、

令
6
7

○
投

票
立

会
人

の
選

任
準

備
法

3
8

○
投

票
所

入
場

券
等

必
要

書
類

の
印

刷
令

3
1

○
投

票
箱

、
点

字
器

等
選

挙
に

使
用

す
る

資
材

器
具

等
の

点
検

及
び

準
備

◎
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
及

び
報

告
法

1
6
1

○
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
使

用
予

定
表

の
作

成
、

施
設

の
使

用
に
関

す
る

令
1
1
8
、

1
1
9
②

定
め

及
び

公
表

に
係

る
当

該
施

設
の

管
理

者
へ

の
指

導

■
指

定
投

票
区

の
指

定
を

行
っ

た
場

合
の

告
示

及
び

県
選

管
へ

の
通

知
法

3
7
⑦

、
令

2
6
②

○
郵

便
等

に
よ

る
在

外
投

票
の

投
票

用
紙

及
び

投
票

用
封

筒
の

交
付

令
6
5
の

1
1
①

②
（

交
付

は
９

月
1
6
日

か
ら

、
請

求
は

選
挙

期
日

の
４

日
前

ま
で

に
）

在
規

2
3
、

規
程

2
7

○
国

外
不

在
者

投
票

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
交

付
（

交
付

は
告

示
日

令
5
9
の

5
の

4
⑤

⑦
以

前
の

市
区

町
村

選
管

の
定

め
る

日
か

ら
。

特
定

国
外

派
遣

組
織

の
長

の
請

求
は

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
2
3
②

■
選

挙
時

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
3
0
の

７
②

■
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

○
選

挙
時

登
録

（
国

内
の

選
挙

人
名

簿
）

（
1
0
月

1
0
日

）
（

告
示

日
の

前
日

）
法

2
2
②

○
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

（
1
0
月

1
0
日

ま
で

）
（

告
示

日
前

日
ま

で
）

法
3
0
の

６
①

②

◎
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
（

1
0
月

1
0
日

）
令

2
2
①

（
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
）

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係

月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

○
衆

議
院

福
岡

県
第

６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

の
執

行
計

画
の

決
定

○
選

挙
管

理
委

員
会

開
催

（
委

員
会

提
出

事
項

の
議

決
）

○
臨

時
啓

発
計

画
の

決
定

及
び

実
施

法
6
①

■
選

挙
管

理
委

員
会

の
規

程
等

の
整

備
（

改
正

、
告

示
）

○
事

務
分

担
の

作
成

、
選

挙
事

務
の

委
嘱

○
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
準

備
法

7
5
①

、
令

8
0

○
投

票
用

紙
等

の
印

刷
・

発
送

、
諸

印
刷

物
の

作
成

・
発

送

○
標

旗
、

腕
章

等
証

明
書

類
等

の
作

成
、

ポ
ス

タ
ー

・
ビ

ラ
証

紙
の

印
刷

○
各

種
告

示
案

、
通

知
案

の
作

成

告
○

選
挙

公
営

書
類

の
準

備
令

1
0
9
の

4
ほ

か
示 日

○
取

締
機

関
、

報
道

機
関

と
の

協
議

・
打

合
せ

前

○
供

託
取

扱
機

関
へ

の
依

頼
・

通
知

○
政

見
放

送
事

務
打

合
せ

■
個

人
演

説
会

等
公

営
施

設
の

指
定

報
告

の
受

理
及

び
告

示
法

1
6
1
③

④

○
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

の
報

告
の

受
理

○
指

定
投

票
区

の
指

定
等

の
通

知
の

受
理

（
該

当
す

る
場

合
）

令
2
6
②

○
市

町
選

挙
管

理
委

員
会

委
員

長
・

書
記

長
会

議
の

開
催

○
立

候
補

予
定

者
説

明
会

の
開

催

○
立

候
補

届
出

書
類

事
前

審
査

、
立

候
補

受
付

準
備

（
関

係
証

明
書

類
の

整
備

）

■
選

挙
時

登
録

要
領

の
告

示
令

1
4
②

○
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
算

定
法

1
9
4

令
1
2
7

○
主

要
事

務
日

程
表

（
告

示
日

前
）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

○
衆

議
院

福
岡

県
第

６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

の
執

行
計

画
及

び
事

務
計

画
の

決
定

○
選

挙
管

理
委

員
会

開
催

（
委

員
会

提
出

事
項

の
議

決
）

○
市

町
長

部
局

の
職

員
に

対
す

る
選

挙
事

務
の

委
嘱

又
は

充
当

等
に
係

る
市

町
自

治
法

1
8
0
の

3
長

と
の

協
議

○
市

町
の

職
員

に
対

す
る

選
挙

事
務

の
委

嘱
並

び
に

そ
の

事
務

処
理

の
指

導
法

2
7
3

○
臨

時
啓

発
計

画
の

決
定

及
び

実
施

法
6
①

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

の
告

示
及

び
県

委
員

会
へ

の
写

し
の

送
付

法
1
4
4
の

2
④

運
規

1
0
の

2
③

○
立

候
補

予
定

者
へ

の
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

場
所

一
覧

表
及

び
図

面
の

交
付

令
1
1
1
の

2

○
投

票
用

紙
等

諸
印

刷
物

の
受

領
及

び
保

管

○
期

日
前

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

期
日

前
投

票
所

等
の

設
備

法
4
8
の

2
令

4
9
の

7

○
不

在
者

投
票

に
関

す
る

事
務

従
事

者
の

決
定

及
び

投
票

記
載

場
所

等
の

設
備

法
4
9

令
第

5
章

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
7
）

、
令

2
4

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

準
備

法
4
8
の

2
⑤

（
法

3
8
）

○
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

並
び

に
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

法
3
7
、

令
2
4

の
選

任
準

備
法

6
1
、

令
6
7

○
投

票
立

会
人

の
選

任
準

備
法

3
8

○
投

票
所

入
場

券
等

必
要

書
類

の
印

刷
令

3
1

○
投

票
箱

、
点

字
器

等
選

挙
に

使
用

す
る

資
材

器
具

等
の

点
検

及
び

準
備

◎
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
及

び
報

告
法

1
6
1

○
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
使

用
予

定
表

の
作

成
、

施
設

の
使

用
に
関

す
る

令
1
1
8
、

1
1
9
②

定
め

及
び

公
表

に
係

る
当

該
施

設
の

管
理

者
へ

の
指

導

■
指

定
投

票
区

の
指

定
を

行
っ

た
場

合
の

告
示

及
び

県
選

管
へ

の
通

知
法

3
7
⑦

、
令

2
6
②

○
郵

便
等

に
よ

る
在

外
投

票
の

投
票

用
紙

及
び

投
票

用
封

筒
の

交
付

令
6
5
の

1
1
①

②
（

交
付

は
９

月
1
6
日

か
ら

、
請

求
は

選
挙

期
日

の
４

日
前

ま
で

に
）

在
規

2
3
、

規
程

2
7

○
国

外
不

在
者

投
票

の
投

票
用

紙
及

び
投

票
用

封
筒

の
交

付
（

交
付

は
告

示
日

令
5
9
の

5
の

4
⑤

⑦
以

前
の

市
区

町
村

選
管

の
定

め
る

日
か

ら
。

特
定

国
外

派
遣

組
織

の
長

の
請

求
は

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
2
3
②

■
選

挙
時

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

法
3
0
の

７
②

■
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

の
縦

覧
場

所
の

告
示

（
1
0
月

８
日

ま
で

に
）

（
縦

覧
開

始
の

日
（

告
示

日
）

の
３

日
前

ま
で

に
）

○
選

挙
時

登
録

（
国

内
の

選
挙

人
名

簿
）

（
1
0
月

1
0
日

）
（

告
示

日
の

前
日

）
法

2
2
②

○
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

（
1
0
月

1
0
日

ま
で

）
（

告
示

日
前

日
ま

で
）

法
3
0
の

６
①

②

◎
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
（

1
0
月

1
0
日

）
令

2
2
①

（
在

外
選

挙
人

名
簿

登
録

者
数

の
報

告
）

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係

月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

衆
議

院
福

岡
県

第
６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

期
日

の
告

示
法

3
3
の

２
⑧

■
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
長

事
務

を
取

り
扱

う
場

所
の

告
示

■
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
の

告
示

法
1
9
6

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
の

告
示

法
1
4
4
の

2
⑤

■
選

挙
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

7
6

■
選

挙
会

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
7
8

■
政

見
放

送
の

日
時

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

放
規

1
3
、

1
4
①

■
立

候
補

の
受

付
（

立
候

補
者

の
告

示
、

通
知

、
照

会
及

び
報

告
）

法
8
6
、

令
9
2

○
候

補
者

へ
の

標
旗

、
腕

章
そ

の
他

の
証

明
書

類
の

交
付

○
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

証
紙

及
び

ビ
ラ

証
紙

の
交

付
法

1
4
2
⑦

、
1
4
4
②

＜
選

挙
運

動
開

始
＞

法
1
2
9

1
0

○
出

納
責

任
者

の
選

任
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
8
0
、

1
8
2

・
火

1
2

1
1

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

（ 告
○

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

事
務

員
、

専
ら

法
1
4
1
①

の
規

定
に

よ
り

選
挙

法
1
9
7
の

2
⑤

示
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
の

上
に

お
け

る
選

挙
運

動
の
た

令
1
2
9
⑦

⑧
⑨

日
め

に
使

用
す

る
者

、
専

ら
手

話
通

訳
の

た
め

に
使

用
す

る
者

及
び

専
ら

要
約

筆

）

記
の

た
め

に
使

用
す

る
者

に
関

す
る

届
出

の
受

付
開

始

＜
選

挙
公

報
掲

載
文

掲
載

申
請

の
受

付
＞

法
1
6
8
①

○
選

挙
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
（

1
0
月

2
0
日

ま
で

）
（

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
法

7
6

で
）

○
選

挙
公

営
関

係
書

類
の

受
付

開
始

、
確

認
書

の
交

付
令

1
0
9
の

4
外

○
候

補
者

に
つ

き
、

そ
の

死
亡

、
届

出
の

却
下

、
届

出
の

取
下

げ
、

立
候

補
の

辞
令

9
2
①

退
、

法
9
1
①

②
若

し
く

は
法

1
0
3
④

該
当

又
は

届
出

事
項

の
異

動
が

あ
っ

た
場

合
の

市
町

選
管

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪

○
選

挙
公

報
掲

載
順

序
の

く
じ

（
午

後
６

時
）

法
1
6
9
⑤

運
規

2
9

○
政

見
放

送
日

時
決

定
の

く
じ

及
び

そ
の

結
果

の
候

補
者

、
市

町
選

管
及

び
政

見
放

規
1
3
、

1
4
①

③
放

送
実

施
局

へ
の

通
知

（
告

示
日

）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

■
期

日
前

投
票

所
の

場
所

（
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
は

、
全

法
4
8
の

2
⑥

て
の

期
日

前
投

票
所

の
場

所
及

び
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
）

の
（

法
4
1
）

告
示

■
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

法
4
8
の

2
⑤

(
法

3
7
)
、

令
2
4

令
4
9
の

7
(
令

2
5
)

■
在

外
選

挙
人

に
係

る
期

日
前

投
票

所
の

指
定

及
び

告
示

法
4
9
の

2
②

※
期

日
前

投
票

所
を

１
か

所
し

か
設

け
な

い
場

合
も

必
要

（
法

4
8
の

2
①

）
令

6
5
の

1
3
③

■
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
の

、
一

の
期

日
前

投
票

所
を

除
い

法
4
8
の

2
⑥

た
期

日
前

投
票

所
の

開
閉

時
刻

の
変

更
告

示
及

び
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
（

法
4
0
）

理
者

へ
の

通
知

■
投

票
所

の
告

示
（

1
0
月

1
8
日

ま
で

に
）

（
選

挙
期

日
の

５
日

前
ま

で
に

）
法

4
1

■
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

3
7
、

令
2
4
①

､
2
5

■
投

票
所

の
開

閉
時

刻
の

変
更

告
示

、
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

及
び

県
選

管
へ

法
4
0
②

の
届

出
（

該
当

す
る

場
合

）
規

程
1
5

■
開

票
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
4

■
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

6
1
、

令
6
7
､
6
8

■
開

票
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
2
⑥

■
候

補
者

の
氏

名
等

掲
示

の
掲

載
順

序
を

定
め

る
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

法
1
7
5
③

⑤
の

告
示

運
規

3
5
③

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

（
２

人
）

並
び

に
本

人
及

び
期

日
前

法
4
8
の

2
⑤

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

法
3
8
）

令
4
9
の

7
(
令

2
7
)

○
投

票
所

入
場

券
の

配
付

（
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

）
令

3
1

○
開

票
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
（

1
0
月

2
0
日

ま
で

）
（

選
挙

期
日

の
３

日
前

法
6
2

ま
で

）

○
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
開

催
申

出
の

受
付

開
始

法
1
6
3

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1
⑪

○
選

挙
長

か
ら

通
知

の
あ

っ
た

候
補

者
に

関
す

る
事

項
の

投
票

管
理

者
及

び
開

令
9
2

票
管

理
者

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

◎
氏

名
等

掲
示

の
く

じ
(
午

後
５

時
以

降
)

法
1
7
5
③

⑤
(
氏

名
等

掲
示

の
原

稿
の

県
選

管
へ

の
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る

送
信

)

○
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

記
載

所
内

の
氏

名
等

掲
示

の
準

備
法

1
7
5
②

○
選

挙
人

名
簿

の
縦

覧
（

1
0
月

1
1
日

）
及

び
在

外
選

挙
人

名
簿

縦
覧

（
1
0
月

1
1

法
2
3
①

日
)

令
2
3
の

1
1
②

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係

月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

衆
議

院
福

岡
県

第
６
区

選
出

議
員

補
欠

選
挙

期
日

の
告

示
法

3
3
の

２
⑧

■
選

挙
長

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

7
5
③

令
8
0
①

、
8
1

■
選

挙
長

事
務

を
取

り
扱

う
場

所
の

告
示

■
選

挙
運

動
に

関
す

る
支

出
金

額
の

制
限

額
の

告
示

法
1
9
6

■
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

に
ポ

ス
タ

ー
を

掲
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
の

告
示

法
1
4
4
の

2
⑤

■
選

挙
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

7
6

■
選

挙
会

の
場

所
及

び
日

時
の

告
示

法
7
8

■
政

見
放

送
の

日
時

を
定

め
る

く
じ

を
行

う
場

所
及

び
日

時
の

告
示

放
規

1
3
、

1
4
①

■
立

候
補

の
受

付
（

立
候

補
者

の
告

示
、

通
知

、
照

会
及

び
報

告
）

法
8
6
、

令
9
2

○
候

補
者

へ
の

標
旗

、
腕

章
そ

の
他

の
証

明
書

類
の

交
付

○
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

証
紙

及
び

ビ
ラ

証
紙

の
交

付
法

1
4
2
⑦

、
1
4
4
②

＜
選

挙
運

動
開

始
＞

法
1
2
9

1
0

○
出

納
責

任
者

の
選

任
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
8
0
、

1
8
2

・
火

1
2

1
1

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

（ 告
○

選
挙

運
動

の
た

め
に

使
用

す
る

事
務

員
、

専
ら

法
1
4
1
①

の
規

定
に

よ
り

選
挙

法
1
9
7
の

2
⑤

示
運

動
の

た
め

に
使

用
さ

れ
る

自
動

車
又

は
船

舶
の

上
に

お
け

る
選

挙
運

動
の
た

令
1
2
9
⑦

⑧
⑨

日
め

に
使

用
す

る
者

、
専

ら
手

話
通

訳
の

た
め

に
使

用
す

る
者

及
び

専
ら

要
約

筆

）

記
の

た
め

に
使

用
す

る
者

に
関

す
る

届
出

の
受

付
開

始

＜
選

挙
公

報
掲

載
文

掲
載

申
請

の
受

付
＞

法
1
6
8
①

○
選

挙
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
（

1
0
月

2
0
日

ま
で

）
（

選
挙

期
日

の
３

日
前

ま
法

7
6

で
）

○
選

挙
公

営
関

係
書

類
の

受
付

開
始

、
確

認
書

の
交

付
令

1
0
9
の

4
外

○
候

補
者

に
つ

き
、

そ
の

死
亡

、
届

出
の

却
下

、
届

出
の

取
下

げ
、

立
候

補
の

辞
令

9
2
①

退
、

法
9
1
①

②
若

し
く

は
法

1
0
3
④

該
当

又
は

届
出

事
項

の
異

動
が

あ
っ

た
場

合
の

市
町

選
管

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1

⑪

○
選

挙
公

報
掲

載
順

序
の

く
じ

（
午

後
６

時
）

法
1
6
9
⑤

運
規

2
9

○
政

見
放

送
日

時
決

定
の

く
じ

及
び

そ
の

結
果

の
候

補
者

、
市

町
選

管
及

び
政

見
放

規
1
3
、

1
4
①

③
放

送
実

施
局

へ
の

通
知

（
告

示
日

）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

■
期

日
前

投
票

所
の

場
所

（
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
は

、
全

法
4
8
の

2
⑥

て
の

期
日

前
投

票
所

の
場

所
及

び
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
）

の
（

法
4
1
）

告
示

■
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
及

び
同

職
務

代
理

者
の

選
任

告
示

法
4
8
の

2
⑤

(
法

3
7
)
、

令
2
4

令
4
9
の

7
(
令

2
5
)

■
在

外
選

挙
人

に
係

る
期

日
前

投
票

所
の

指
定

及
び

告
示

法
4
9
の

2
②

※
期

日
前

投
票

所
を

１
か

所
し

か
設

け
な

い
場

合
も

必
要

（
法

4
8
の

2
①

）
令

6
5
の

1
3
③

■
二

以
上

の
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
場

合
の

、
一

の
期

日
前

投
票

所
を

除
い

法
4
8
の

2
⑥

た
期

日
前

投
票

所
の

開
閉

時
刻

の
変

更
告

示
及

び
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
（

法
4
0
）

理
者

へ
の

通
知

■
投

票
所

の
告

示
（

1
0
月

1
8
日

ま
で

に
）

（
選

挙
期

日
の

５
日

前
ま

で
に

）
法

4
1

■
投

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

3
7
、

令
2
4
①

､
2
5

■
投

票
所

の
開

閉
時

刻
の

変
更

告
示

、
投

票
管

理
者

へ
の

通
知

及
び

県
選

管
へ

法
4
0
②

の
届

出
（

該
当

す
る

場
合

）
規

程
1
5

■
開

票
の

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
4

■
開

票
管

理
者

及
び

同
職

務
代

理
者

の
選

任
告

示
法

6
1
、

令
6
7
､
6
8

■
開

票
立

会
人

決
定

の
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

の
告

示
法

6
2
⑥

■
候

補
者

の
氏

名
等

掲
示

の
掲

載
順

序
を

定
め

る
く

じ
を

行
う

場
所

及
び

日
時

法
1
7
5
③

⑤
の

告
示

運
規

3
5
③

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

立
会

人
の

選
任

（
２

人
）

並
び

に
本

人
及

び
期

日
前

法
4
8
の

2
⑤

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

の
通

知
（

法
3
8
）

令
4
9
の

7
(
令

2
7
)

○
投

票
所

入
場

券
の

配
付

（
で

き
る

だ
け

速
や

か
に

）
令

3
1

○
開

票
立

会
人

届
出

の
受

付
開

始
（

1
0
月

2
0
日

ま
で

）
（

選
挙

期
日

の
３

日
前

法
6
2

ま
で

）

○
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
開

催
申

出
の

受
付

開
始

法
1
6
3

○
選

挙
事

務
所

の
設

置
届

及
び

異
動

届
の

受
付

開
始

法
1
3
0
、

令
1
0
8

○
違

反
選

挙
事

務
所

の
閉

鎖
命

令
（

そ
の

都
度

）
法

1
3
4

○
違

反
文

書
図

画
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

法
1
4
7
、

2
0
1
の

1
1
⑪

○
選

挙
長

か
ら

通
知

の
あ

っ
た

候
補

者
に

関
す

る
事

項
の

投
票

管
理

者
及

び
開

令
9
2

票
管

理
者

へ
の

通
知

（
そ

の
都

度
）

◎
氏

名
等

掲
示

の
く

じ
(
午

後
５

時
以

降
)

法
1
7
5
③

⑤
(
氏

名
等

掲
示

の
原

稿
の

県
選

管
へ

の
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
に

よ
る

送
信

)

○
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

記
載

所
内

の
氏

名
等

掲
示

の
準

備
法

1
7
5
②

○
選

挙
人

名
簿

の
縦

覧
（

1
0
月

1
1
日

）
及

び
在

外
選

挙
人

名
簿

縦
覧

（
1
0
月

1
1

法
2
3
①

日
)

令
2
3
の

1
1
②

■
告

示
関

係
◎

県
へ

の
報

告
関

係
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月
逆

県
曜

算
日

日
処

理
事

項
根

拠
法

令

（ 続 き ） 1
0

・
火

1
2

1
1

○
選

挙
公

報
の

校
正

及
び

印
刷

（
1
0
月

1
2
日

ま
で

）
（

1
3
日

発
送

）

○
選

挙
運

動
の

期
間

前
に

掲
示

さ
れ

た
候

補
者

の
氏

名
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る
ポ

法
2
0
1
の

1
4
②

ス
タ

ー
の

撤
去

命
令

（
そ

の
都

度
）

1
0

・
水

1
1

1
2

1
0

・
木

1
0

1
3

1
0

・
金

９

1
4

1
0

・
土

８
1
5

（
告

示
日

～
選

挙
期

日
８

日
前

）

市
町

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

処
理

事
項

根
拠

法
令

備
考

欄

○
期

日
前

投
票

所
の

投
票

管
理

者
へ

の
選

挙
人

名
簿

（
在

外
選

挙
人

名
簿

）
又

令
4
9
の

７
は

そ
の

抄
本

の
送

付
（

期
日

前
投

票
所

を
設

け
る

期
間

の
初

日
に

お
い

て
当

（
令

2
8
①

）
該

期
日

前
投

票
所

を
開

く
時

刻
ま

で
に

）
令

6
5
の

1
3
（

4
9
の

７
（

令
2
8
①

）
）

○
公

営
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

へ
の

ポ
ス

タ
ー

の
掲

示
後

、
法

8
6
⑨

の
規

定
に

よ
る

運
規

1
0
の

６
③

届
出

の
却

下
、

候
補

者
の

死
亡

又
は

法
9
1
①

②
若

し
く

は
法

1
0
3
④

に
該

当
す

る
旨

の
通

知
を

受
け

た
と

き
の

当
該

候
補

者
に

係
る

ポ
ス

タ
ー

の
撤

去

○
期

日
前

投
票

及
び

不
在

者
投

票
の

受
付

開
始

（
1
0
月

2
2
日

ま
で

）
（

選
挙

期
法

4
8
の

2
、

4
9

日
の

前
日

ま
で

）
令

第
5
章

○
期

日
前

投
票

所
及

び
不

在
者

投
票

記
載

所
内

の
氏

名
等

掲
示

法
1
7
5
②

○
在

外
投

票
の

受
付

開
始

（
1
0
月

2
2
日

ま
で

）
（

選
挙

期
日

の
前

日
ま

で
）

法
4
9
の

2
・

在
外

公
館

投
票

（
告

示
日

の
翌

日
か

ら
原

則
選

挙
期

日
の

６
日

前
ま

で
）

令
6
5
の

1
1
、

6
5
の

・
郵

便
等

投
票

（
告

示
日

の
翌

日
か

ら
）

（
投

票
用

紙
等

の
交

付
は

９
月

1
6

1
2

日
か

ら
、

請
求

は
選

挙
期

日
の

４
日

前
ま

で
に

）

○
期

日
前

投
票

所
及

び
投

票
箱

の
閉

鎖
（

当
該

期
日

前
投

票
所

を
設

け
る

期
間

法
4
8
の

2
⑤

中
毎

日
）

（
法

5
3
）

○
期

日
前

投
票

の
投

票
箱

の
鍵

を
封

印
す

る
投

票
立

会
人

の
指

定
及

び
封

印
令

4
9
の

7
(
令

4
3
)

（
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

間
中

毎
日

）

○
期

日
前

投
票

に
お

け
る

投
票

録
の

作
成

（
当

該
期

日
前

投
票

所
を

設
け

る
期

令
4
9
の

9
間

中
毎

日
）

○
選

挙
運

動
の

期
間

前
に

掲
示

さ
れ

た
候

補
者

の
氏

名
等

が
記

載
さ

れ
て

い
る

法
2
0
1
の

1
4
②

ポ
ス

タ
ー

の
撤

去
命

令
（

そ
の

都
度

）

○
公

営
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
巡

回
（

随
時

）

○
公

営
施

設
使

用
の

個
人

演
説

会
等

の
開

始
法

1
6
1
、

1
6
3

○
選

挙
公

報
の

受
領

及
び

配
布

（
1
0
月

2
1
日

ま
で

）
法

1
7
0
①

■
告

示
関

係
◎

県
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３．衆議院福岡県第６区選出議員補欠選挙臨時啓発事業の実施について

（通知）

このことについて、当委員会では、きれいな選挙の推進、投票参加の呼びかけ及び選挙

制度の周知を重点に、別紙計画書に基づき、各種の啓発事業を実施することとしておりま

す。

つきましては、貴委員会におかれましても、下記の事項に留意の上、地域の実情に即し

た有効かつ適切な啓発事業計画を作成し、その推進に鋭意努力されるようお願いします。

記

第１ 重点事項

１ きれいな選挙の推進

国政における衆議院の役割に対する認識を一層深め、政党等や候補者の主義・主張

を十分見極めて、自覚ある投票をするように呼びかけること。

選挙の正しいルールを周知徹底させ、買収・供応等の悪質な選挙違反を一掃し、選

挙人の自由な意思で投票することができるようにすること。

２ 投票参加の推進

選挙は、主権者たる国民が政治に参加する最も重要で基本的な手段であり、投票す

ることが主権者たる国民の権利であるとともに、民主政治の健全な発展に不可欠であ

ることを周知徹底させること。

また、第 回参議院議員通常選挙から、選挙権年齢が引き下げられたことや若年層

の投票率が依然として低い水準であることから、特に若年層の選挙に対する意識の高

揚に努めるとともに、選挙期日をはじめ、期日前投票制度、不在者投票制度など、投

票に必要な情報の周知徹底を図ること。

第２ 実施事業

１ 福岡県が行う事業

別紙１「衆議院福岡県第６区選出議員補欠選挙臨時啓発事業計画（案）」のとおり。

２ 市町が行う事業

各市町においては、効果的な事業計画を作成し、特に次の事業を重点的に実施する

ことにより、きれいな選挙の推進及び投票参加を呼びかけるとともに、選挙期日及び

選挙制度の周知を行うこと。

街頭宣伝活動等による広報

チラシ等の啓発資材の配布

広報車による巡回広報

ポスター等の掲示及び広告塔、横断幕等の掲出

広報誌紙・広報番組・庁内放送等による広報

選挙関連情報のホームページへの掲載やインターネットを活用した広告

高校や大学等の教育機関と連携した広報・参加の呼びかけ

地域の明るい選挙推進協議会や啓発活動を行う若者と連携した広報・参加の呼び
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かけ

第３ 啓発標語（県）

今回の選挙において当委員会が使用する啓発標語は、次のとおりである。

なお、啓発効果をより高めるため、各市町における啓発事業の実施に当たっては、

できる限り当委員会の標語と同一のものを使用することが望ましいこと。

＜標語＞ 「 未来へ つなぐ 一票 」

第４ 啓発用物資

１ 当委員会が作成する啓発用物資については、次のとおり各市町への送付を予定して

いるものであること。

啓発用物資名 送付予定日 備考（配布数等）

懸垂幕
月４日ま

で 業者直送

各市町庁舎及び支所 各１本ずつ

広報車用テープ

又はＣＤ―Ｒ
月５日

「期日前用」と「投票日当日用」２種

テープ又はＣＤ―Ｒを各市町の希望に

準じて配布

啓発ポスター

（Ｂ２サイズ）
月５日

市 枚、町 枚

啓発チラシ

（Ａ４サイズ）
月５日

部梱包

各市町の希望部数に準じて配布

２ 啓発用物資の利用について

啓発用物資は、基本的に告示日以降に使用するものであること。

広報車用テープ並びにＣＤ―Ｒについては、広報車を効果的に巡回させることに

より、広く選挙期日の周知が図られるよう努めること。

懸垂幕については、各市町の本庁舎、支所等に掲出すること。

ポスターについては、各市町の庁舎、公共施設、繁華街等の選挙人の目につきや

すい場所に掲出するなど適宜行うこと。

チラシについては、各世帯や公共施設等への配布のほか、街頭啓発等の啓発イベ

ントでの配布等に活用すること。
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第３ 啓発標語（県）

今回の選挙において当委員会が使用する啓発標語は、次のとおりである。

なお、啓発効果をより高めるため、各市町における啓発事業の実施に当たっては、

できる限り当委員会の標語と同一のものを使用することが望ましいこと。

＜標語＞ 「 未来へ つなぐ 一票 」

第４ 啓発用物資

１ 当委員会が作成する啓発用物資については、次のとおり各市町への送付を予定して

いるものであること。

啓発用物資名 送付予定日 備考（配布数等）

懸垂幕
月４日ま

で 業者直送

各市町庁舎及び支所 各１本ずつ

広報車用テープ

又はＣＤ―Ｒ
月５日

「期日前用」と「投票日当日用」２種

テープ又はＣＤ―Ｒを各市町の希望に

準じて配布

啓発ポスター

（Ｂ２サイズ）
月５日

市 枚、町 枚

啓発チラシ

（Ａ４サイズ）
月５日

部梱包

各市町の希望部数に準じて配布

２ 啓発用物資の利用について

啓発用物資は、基本的に告示日以降に使用するものであること。

広報車用テープ並びにＣＤ―Ｒについては、広報車を効果的に巡回させることに

より、広く選挙期日の周知が図られるよう努めること。

懸垂幕については、各市町の本庁舎、支所等に掲出すること。

ポスターについては、各市町の庁舎、公共施設、繁華街等の選挙人の目につきや

すい場所に掲出するなど適宜行うこと。

チラシについては、各世帯や公共施設等への配布のほか、街頭啓発等の啓発イベ

ントでの配布等に活用すること。

事業の種類 事業の概要 実施予定期間

臨時啓発イベント「ＧＯ！ＶＯＴＥ！～
私たちも、選挙行くけんね！～」

イオン小郡ショッピングセンター、西鉄久留米駅において、九州・
筑後エリアの女子高校生から選ばれた「いちご姫」のよる選挙ク
イズ、ライブ、啓発物資サンプリング等を内容としたイベントを実
施。

平成28年10月15日

アドトラック巡回広報
選挙をお知らせする広告を掲載したトラックで、投票を呼び掛け
るアナウンスを放送しながら、福岡県第６区を巡回。

平成28年10月15日
～10月16日

交通広告による啓発 福岡県第６区内を運行するバス車内及び各駅に広告を掲載。
平成28年10月11日
～10月23日

ポスター及びチラシによる啓発
選挙期日等を記載した啓発ポスターを県及び関係市町の庁舎や
高校等に掲出するとともに、啓発チラシを県・関係市町の窓口等
で配架。

平成28年10月11日
～10月23日

懸垂幕の掲出による啓発
選挙期日等を記載した懸垂幕を久留米総合庁舎及び関係市町
庁舎に掲出。

平成28年10月11日
～10月23日

関係市町で使用する広報車用啓発テープ及びＣＤーＲを作製し
配布。

平成28年10月11日
～10月23日

各駅構内及び百貨店でアナウンスを実施。
平成28年10月11日
～10月23日

久留米総合庁舎でのアナウンスを実施。
平成28年10月11日
～10月23日

県広報媒体利用による啓発
県の広報媒体を活用した広報の実施。
　(テレビ・ラジオ）

平成28年10月11日
～10月23日

ホームページによる啓発
県ホームページ内に候補者情報や選挙公報等を掲載したページ
を作成。

平成28年10月11日
～10月23日

４．臨時啓発事業の概要

アナウンスによる啓発
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６．選挙事務報告例による各種報告調 

（１）選挙執行予定報告 

 
 

（２）立候補届出状況 

 
 

（３）選挙結果調 

 
 
 

選 挙 の 種 類

福岡県第６区

選 挙 の 期 日 告 示 年 月 日

衆議院小選挙区選出議員補欠選挙

平成28年10月23日 平成28年10月11日

死亡による欠員（平成28年６月21日）

1人選挙すべき人員

選 挙 区

選挙を行うべき理
由

男 無職 本人

党　　　派
政党、本
人、推薦届
出の別

立候補届出
月　　　日

届
出
番
号

性別 年齢 職　　　　業
候補者 氏名

ふ り が な

元　 別

新現(前)

政党役員 民進党 政党 新
平成28年
10月11日

新井
あらい

　ふみ子
 こ

新井
あらい

　富美子
　ふみこ

女

幸福実現党
福岡県本部
総務会長

（幸福実現党） 本人 新
平成28年
10月11日

西原
にしはら

　ただひろ

西原
にしはら

　 忠弘
ただひろ

男

参議院議員
秘書

本人 新
平成28年
10月11日

くらうち　謙
けん

藏
くら

内
うち

　謙
けん

新
平成28年
10月11日

はとやま　二郎
じろう

鳩山
はとやま

　二郎
　じろう

男

投票結果

人 人 人
人 人 人
人 人 人
％ ％ ％投 票 率

棄 権 者 数

区 分 男 女 計

投 票 者 数
当日有権者数
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（４）当選人に関する報告 

 

開票結果

票 票

票 票

票 票

％

性別 年齢 職　　　業 党　　　派 得　　票　　数 当落
ふ り が な

候 補 者 氏 名 元　 別

新現(前)

男 無職

男
幸福実現党
福岡県本部
総務会長

（幸福実現党） 新

新 当はとやま　二郎
じろう

鳩山
はとやま

　二郎
じろう

西原
にしはら

　ただひろ

西原
にしはら

　 忠弘
ただひろ

くらうち　謙
けん

藏
くら

内
うち

　謙
けん

新井
あらい

　ふみ子
こ

新井
あらい

　富美子
　ふみこ

女 政党役員 民進党 新

男
参議院議員

秘書

無 効 投 票 数 供 託 物 没 収 点

新

無 効 投 票 率

投 票 総 数 持 帰 り そ の 他

有 効 投 票 数 法 定 得 票 数

得 票 数

住 所

職 業

党 派

生 年 月 日

当 選 人

選 挙 期 日

当 選 年 月 日

当 選 告 示 年 月 日

当選証書付与年 月日

全候補者の得票 総数

法 定 得 票 数

平成28年10月23日

平成28年10月25日

平成28年10月25日

平成28年10月25日

無職

無所属

昭和54年1月1日

鳩山　二郎

福岡県大川市大字榎津89番地３ルネス・オネストソアラ402号
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